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令和２年７月豪雨に関する 

特別委員会会議録 

 

令和３年１１月９日 火曜日 

  午前１０時００分開議 

  午前１１時５０分閉議（実時間９７分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．令和２年７月豪雨に関する諸問題の調査 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  上 村 哲 三 君 

副委員長  金 子 昌 平 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  北 園 武 広 君 

委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  谷 川   登 君 

委  員  橋 本 幸 一 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

委  員  山 本 敬 晃 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 総務企画部長     稲 本 俊 一 君 

  企画政策課長    辻 田 美 樹 君 

  理事兼復興推進課長 宮 川 武 晴 君 

 建設部 

  建設部次長     西   竜 一 君 

  理事兼災害復旧課長 鶴 本 英一郎 君 

  住宅課長      早 木 浩 二 君 

                              

○記録担当書記     村 上 政 資 君 

            森 田   亨 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（上村哲三君） それでは、皆さん、

おはようございます。（｢おはようございま

す」と呼ぶ者あり）定刻となり定足数に達しま

したので、ただいまから令和２年７月豪雨に関

する特別委員会を開会いたします。 

                              

◎令和２年７月豪雨に関する諸問題の調査 

○委員長（上村哲三君） それでは、特定事件

であります令和２年７月豪雨に関する諸問題の

調査を議題とし、調査を進めてまいります。 

 本日は、去る１０月２２日の本委員会におい

て、豪雨災害後の復旧及び復興の状況について

執行部から説明を聞きたいと御意見がございま

したので、まず執行部から説明を求めます。 

○総務企画部長（稲本俊一君） では、皆さ

ん、おはようございます。（｢おはようござい

ます」と呼ぶ者あり）総務企画部の稲本でござ

います。本日は、どうぞよろしくお願いいたし

ます。着座にて説明させていただきます。 

 それでは、令和２年７月豪雨災害に関しまし

て、現在の坂本町の復旧・復興の取組状況と今

後の予定などについて各部より説明いたさせま

すが、全体的な流れにつきまして、私のほうか

ら御説明をいたします。 

 まず、建設部と農林水産部関係の令和２年７

月豪雨災害の市道・河川・農地・林道関係の災

害復旧についてを御説明し、その後、災害公営

住宅の建設地決定についての御説明を行いま

す。引き続き、総務企画部関係の流域治水に関

する取組についてを御説明し、その後、八代市

坂本町復興計画概要版及び八代市坂本町復興計

画の進捗状況・ロードマップについて、重点８

項目の御説明を行います。どうぞ、よろしくお

願いいたします。 

○理事兼災害復旧課長（鶴本英一郎君） 皆
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様、おはようございます。（｢おはようござい

ます」と呼ぶ者あり）災害復旧課の鶴本でござ

います。 

 令和２年７月豪雨災害の市道・河川・農地・

林道関係の災害復旧について、説明いたしま

す。着座にて説明させていただきます。 

○委員長（上村哲三君） はい、どうぞ。 

○理事兼災害復旧課長（鶴本英一郎君） お手

元の資料を御覧ください。この令和２年７月豪

雨災害災害復旧箇所位置図にて説明いたしま

す。資料は、坂本町の管内図をベースとしてお

ります。中央部を南から北へ流れているのが球

磨川でございます。 

 御覧のとおり、令和２年７月豪雨により管内

全域で様々な災害が発生しました。特に球磨川

沿岸部においては、宅地の浸水や家屋の流失の

ほか、河川護岸の欠壊や河川内の土砂の堆積、

国道・県道の路肩崩壊など、甚大な被害が発生

しております。 

 これらの復旧については、堆積土砂の撤去や

護岸の復旧を国土交通省八代河川国道事務所、

球磨川沿岸の国道２１９号や県道中津道八代

線、流失した鎌瀬橋、坂本橋、深水橋の災害復

旧事業につきましては、本来の管理者に代わっ

て国が復旧を行う権限代行事業として、国土交

通省八代復興事務所により取り組んでおられる

ところです。 

 また、図面の下のほう、球磨川沿いの瀬戸石

地区にあります本市管理の市道鎌瀬・瀬戸石線

及び市道瀬戸石・高田辺線についても、国土交

通省八代復興事務所にて復旧を行っていただい

ているところです。 

 次に、権限代行以外の熊本県の管理道路とし

て、北のほうから、深水方面の小鶴原女木線、

鮎帰方面の坂本人吉線、百済来方面の芦北坂本

線、破木二見線、鶴喰方面の田上日奈久線の５

つの路線の被災については、熊本県県内広域本

部の土木部で復旧に取り組んでおられます。 

 河川に関しましては、熊本県の管理河川とし

て、深水川、走水川、中谷川、油谷川、市ノ俣

川、百済来川、鶴喰川と７河川あり、被害が大

きかった市ノ俣川については権限代行で国土交

通省八代復興事務所による復旧、その他の県河

川の災害復旧については熊本県の県南広域本部

において取り組んでおられます。 

 その他、球磨川や百済来川などに流れ込む小

規模の河川については、八代市の管理となって

おりますが、砂防法に基づく砂防指定地内にあ

る河川については、砂防施設災害復旧事業とし

て、また被災箇所前後の脆弱な護岸についても

関連事業として、熊本県において災害復旧に取

り組んでいただいております。 

 最後に、本市の災害復旧課で行う災害復旧事

業としては、市道、砂防施設以外の市管理河

川、農地及び農業用施設、さらには林道の災害

復旧を行っております。 

 以上を踏まえまして、本市の災害復旧事業の

概要及び進捗状況について説明をいたします。 

 図面を御覧いただきまして、丸がついている

箇所が本市所管の災害復旧箇所でございます。

管内一円に広がっておりますが、特に南部に被

害が集中しております。 

 まず、市道災でございますが、赤い丸で表示

してあります。被害件数が５２件、１０月末現

在での完了が５件、施工中は６件、合計１１件

を被害件数で割ると、着手率は２１.２％でご

ざいます。 

 次に、青い丸の河川災でございますが、被害

件数が１６件、施工中は５件で、着手率は７５

％でございます。 

 黄色い丸は、農地及び用排水路や農道・頭首

工などの農業用施設災害でございます。被害件

数が４６件、完了が９件、施工中が１０件で、

着手率は４１.３％でございます。 

 緑色の丸は林道災害でございます。被害件数

が９８件、完了が１件、施工中が１２件で、着
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手率は１３.３％でございます。 

 以上が、現在の復旧状況でございます。 

 続きまして、復旧に係る課題と対策でござい

ます。 

 課題といたしましては、まず国・県・市発注

工事のふくそうがあります。資料を御覧のとお

り、国道・県道・市道・林道沿線に数珠つなが

りに災害が発生しており、狭い道路を大きな工

事車両が往復し混雑している状況となっており

ます。路線によっては、市道災、河川災、農地

災、林道災が１路線でつながっているところも

あり、事業の円滑な進捗を図るためには、国・

県・市間での調整が欠かせません。このような

ことから、月に１回、県南広域本部の土木部、

農地整備課、林務課と八代市建設部及び八代市

建設業協会と定期的に意見交換の場を設け、調

整に努めているところであります。 

 また、国・県・市による工事発注が相次ぎ、

発注を行っても応札者がいない入札不調が数多

く発生しております。対策といたしましては、

指名競争入札における指名業者数の拡大や積極

的な随意契約の活用を行いながら、進捗を図る

所存でございます。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

○委員長（上村哲三君） ただいま説明がござ

いましたが、何か質疑、御意見等はございませ

んか。 

○委員（山本幸廣君） 今説明が担当からあっ

たんですが、進捗状況等もですね、着手率があ

って、率の低いところ等々についての問題とい

うのはどういう問題点があるんですか。 

○理事兼災害復旧課長（鶴本英一郎君） 市道

災、河川災、農地災、林道災、それぞれござい

ますが、まず、住宅地周辺での河川の氾濫等再

度被害を防止するため、河川災の復旧を現在急

いでいるところです。また、農地災につきまし

ても、１年ごとの作物の取上げということで、

なるべく早く農地のほうも復旧したいというこ

とで、河川災、農地災等を優先して今発注して

いるところです。 

 市道災につきましては、昨年の７月の豪雨災

害の後、啓開工事や応急仮工事により、大型土

のう等で取りあえず通れるような状況はつくっ

ておりますので、順次、今発注を行っていると

ころです。 

 また、林道災につきましては、図面を見てお

分かりのとおり、市道の先にずっと数珠つなが

りに林道災がつながっているということで、ま

ずは市道や農地等の災害が終わらないことに

は、なかなか発注率が上がっていかないという

現状がございます。 

○委員（山本幸廣君） 今説明のとおり、課題

というのはたくさんあるわけですよね。私も何

回かその現場に行っておりますが。建設環境委

員会が終わりまして、私も現場をちょっと見に

行ったんですけども、なかなか前に進んでない

という状況の中で、問題というのは、入札の不

調もあったということなんですが、やはり起債

でですね、事業を進めていくもんですけんでか

ら、どうしても。早く言えば段取りがでけとら

んでおってから金借りてくっていうこつはなか

なか難しいわけですけんでから。極端な話です

よ。段取りをしてから金を借りてくるわけです

けんでから。やけん、そこら辺りの段取りがで

すね、一番大事だと思う。それは、段取りとい

うのはもう入札をどうするかということですけ

んでから。発注をどうするかということ。 

 そういう中でですね、この前の委員会でも、

建設業界と常に密接なですね、こういう災害の

ときになったらば、密接に話合いをしながら、

そしてまた随意契約は随意契約で。入札をどう

してもできないというふうになったときには、

やっぱり随意契約でもしてですね、前に進むよ

うにしていかなければ、復興はなかなか進まな

いと思うんですよ。林道、林道、この中でです

よ。特にやっぱり今の状況では人手が足りない
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とか等々で、いろんな資材の高騰等も含めてで

すよ、そういう状況で前に進んでないという状

況であるわけですので、そこら辺りはぜひとも

横の連携をしながらですね、きちっと着手率が

進むし、また、５０％台に行けばですね、ある

程度のめどができると思うんですよ。 

 うちの特別委員会で今からテーマをつくるん

ですけども、何を特別委員会で検討していかな

いかんのか、あなた方担当の方々のですね、意

見というのが一番大事なんですよ。 

 そういうことで、この着手率をスピード上げ

て、ぜひとも、そのような形で進んでいけばな

と思います。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。意

見でよろしいですね。 

○委員（山本幸廣君） はい。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（大倉裕一君） すいません。山と山の

間から小川が流れてきて、ある程度の県河川と

かっていうところにつながっていくわけですけ

ど、その山と山の間にある小川といいますか、

そういったところの復旧というのはどういうふ

うな管理をされているんでしょうか。 

○理事兼災害復旧課長（鶴本英一郎君） 先ほ

ども若干説明いたしましたが、まずは、大きな

球磨川が国土交通省、その幹川となる支川が百

済来川をはじめとする県の管理河川、それに注

ぎ込む小さな河川は市が管理する普通河川なり

準用河川と。その先の小さな小川等について

は、基本的には長狭物、水路といいまして、市

の現在管理物になっております。 

 ただ、管内全域でかなり倒木とかそういうの

が発生しておりまして、山林の中の小さな河川

等については、県の林務課のほうでですね、調

査をされて、１２か所だったと思いますが、そ

ういう倒木があるところについては現在調査を

されて、今後取り組んでいかれると伺っており

ます。 

○委員（大倉裕一君） 今、執行部のほうから

お話しいただいたように、ちょっと山間部のほ

うに足を踏み入れると、被害がまだそのまま残

った状態で、倒木があって、岩がごろごろしと

るような状態と。また大雨が降ればですね、２

次災害がというような御心配をされているとこ

ろもあるということは認識されてるみたいです

ので、その辺り、しっかり管理をしていただけ

ればと思います。これは、要望でお願いしとき

たいと思います。 

○委員長（上村哲三君） では、意見として捉

えさせていただきます。 

○委員（大倉裕一君） お願いします。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

○委員（橋本幸一君） 今のとちょっと似てる

部分もあるんですが、百済来川、今話に出まし

たが、あそこを通れば、結局河川がやられとる

し、そして農地がやっぱり甚大な被害を受けて

いる。そういう関係で、百済来川に注ぎ込む支

流についても、恐らく、バックウォーター現象

か何か分からんですが、上流までの農地の被害

もかなり大きな被害がまだ手つかずの状態であ

るというふうに。そこについては、今、農地の

着手率というのは４１％、結構着手しとるなと

いう感じは持ったんですが、実際に現場を見て

みれば、非常にやっぱり復旧が進んでないとい

う印象を持つわけなんですよね。 

 私も、あそこを選挙カーで通ったとき、ある

農家の方から、何で農地の復旧が進まんとかと

いうかなり怒りの言葉で私に言われたことが頭

にあるんですが、今思えば、結局、河川の改修

ができないことには農地の復旧ができないとい

う、そういう捉え方でよろしいんですか。 

○理事兼災害復旧課長（鶴本英一郎君） 百済

来川に限りますと、大変大きな被害が発生して

おりまして、これは県の土木の工事となります
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が、総額で五、六億程度の被害及び復旧計画が

あります。また、それに流れ込む山口川、陣之

内川、板持川、石丸川等についても、それぞれ

大規模で、やっぱりそこも六、七億くらいの規

模の災害が発生しておると。 

 県のほうでそれについては入札を行われまし

て、最近、４件５件程度の契約が成立したとい

うふうに伺っておりますので、県の河川の災害

復旧の状況に合わせまして、市の農地災害につ

いても今後発注の契約に不調等が発生すれば、

そちらの業者あたりとも相談して、随意契約等

でも農地災害復旧の進捗が図れるよう努めてい

きたいと考えております。 

○委員（橋本幸一君） 順番としては、結局、

河川の整備ができないことには農地の関連部分

というところは、どうしようも手がつけられな

いという考えでいいわけですね。 

○理事兼災害復旧課長（鶴本英一郎君） 基本

的には河川沿いに農地がありますので、河川の

護岸が出来上がって、そこから農地を整備して

いくという形ですが、今発注しとる中には護岸

があっても一部土羽等で復旧できる箇所もあり

ますので、そのように近接している場所につい

ては、発注をしております。 

 また、先ほど不調等のお話がありましたが、

入札にかける本数自体は７０％から８０％くら

いはかけているんですが、今の着手率としては

不調等の影響で４１％程度となっているところ

です。（委員橋本幸一君「はい、分かりまし

た」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（橋本幸一君） 結構です。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

○委員（山本幸廣君） 確認、一つよかです

か。課長、確認だけども、今の土木管理者とい

うのは、又がけというと何ですけども、３つも

４つも現場を又がけできるというような、そう

いうような状況でないところの契約があるじゃ

ないですか。はっきり言ってから。２か所現場

が終わって、そしてから監督はそれぞれ別の現

場に行くという。現場代理人かな。そういうの

は今まで影響してないんですか。 

○理事兼災害復旧課長（鶴本英一郎君） 災害

復旧の工事発注件数が多くて、各業者さん手に

抱えきらんような形で仕事を持っておられる業

者さんもたくさんおられます。監督員の兼務は

７０００万まで３か所を兼務できるというよう

な内容になっておりますが、順次、先に災害復

旧で発注されたり、ほかの工事で発注された技

術者さん等が、また１１月１２月になれば、そ

の現場が終わったりとかで次の現場の監督を兼

務する等もできますので、入札を繰り返しなが

ら契約が進んでいけば、順次兼務のほうも進ん

でいくんではないかと考えております。 

○委員（山本幸廣君） そこら辺りもですね、

影響しないような体制というのは、どうしても

業界で、業界と市で改正すれば、どがんできる

わけですけんね。４人でん５人でん、よかっで

すたい。そういうふうな、極端な話ですよ。そ

れだけの影響じゃないと思うんですけども。や

っぱり今回の災害というのは、答えを出せば、

河川の改修は早くせんとしゃがな、次の災害が

起きたときには大変ですよ。 

 私も、家内のところに、この前なんかは、何

てろ川って言ってかい、一般質問した人がおら

れましたけども、私のとこっだけん、もう言わ

んばってんがですね、そこなんか、何か所もし

とっですよ。今度またいろんな災害が起きたと

きですね、すぐうっ壊れる。崩落するという、

家のところもまだ改修してない。 

 そういうような状況がですね、目に見えます

からね、やっぱり河川改修というような、県の

ほうと国のほうはどんどんいけるんですけど、

これ、市道災のところを見てもパーセントは低

いじゃないですか。市道災のところばかりは市
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道がほとんどですもんね。だけん、そこら辺り

については、なるだけならば早めにできる体制

というのを。問題があるなら、どういう問題が

あるのかということで、課題解決をしながらで

すね。 

 意見的にはどうしても首長がおるわけですか

ら、私ら特別委員会も含めて、特別委員会で何

をテーマにするかです。あとは、全部やっぱ首

長のですね、やり方次第で早く終わるか終わら

んかというのは決まるわけです。皆さん方がで

すね、私たちから言わせれば、皆さん方のスタ

ッフというか技術者等々についてのですね、極

端にこの２年３年というのは、人事課で増員を

してもらわんとしゃがな。なかなか厳しいと思

うんですよ。農林水産部も建設部も。今の状況

ならばと私は思いますね。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。じ

ゃ、意見としてお願いします。 

 ほかにございませんか。 

○委員（大倉裕一君） すみません、確認させ

てください。今、公共工事において週休２日制

度の導入がされているという、公共工事の看板

をよく見るんですけど、この災害復旧について

も週休２日が導入されているということでしょ

うか。 

○理事兼災害復旧課長（鶴本英一郎君） 今、

工期の設定につきましては、工事日に対して週

休２日制度を入れた率で、工期を算定しており

ます。また、着工までの余裕工期等も入れて、

一般的に余裕のある工期の設定を行って工事を

発注しております。 

○委員（大倉裕一君） 国のほうからの指導、

要請というか、そういったのがあって、それを

変格の週休２日とかっていうことは取組として

はできないというような認識でよかですか。 

○建設部次長（西 竜一君） 西でございま

す。おはようございます。 

 今の質問なんですが、今、国・県からの指導

もあり、八代市のほうも週休２日制の工事の導

入というのは行っております。 

 ただ、これにつきましてはですね、請け負わ

れている業者さんがですね、週休２日を実行し

て実績とかですね、そういうのをきちんと御説

明できるような資料を提出していただければ、

後ほど設計変更でですね、その分の経費の増を

出すというような形になっています。 

 ですので、今のところ、週休２日については

ですね、強制ということじゃなくて、それを実

行したところにメリットを与えるというような

制度になっております。（委員大倉裕一君「あ

りがとうございました。分かりました」と呼

ぶ） 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか、大

倉委員。 

 ほかにございませんか。 

○委員（山本敬晃君） すいません、ちょっと

勉強不足で申し訳ないんですけども。 

○委員長（上村哲三君） 大きい声で言って。 

○委員（山本敬晃君） はい。指名競争入札の

指名業者数をですね、１０者から１５者に拡大

したとあるんですけども、これは、元から１５

者というのはできなかったのかというとこと、

どういうふうな形で拡大したのか教えていただ

きたい。 

○建設部次長（西 竜一君） お答えします。 

 入札をかける場合、指名業者選定ということ

で、入札参加資格審査委員会というのを立ち上

げております。各部の部長及び次長、各担当課

長、副市長が委員長というふうな組織をつくり

上げております。そこで、入札のですね、参加

資格者であったり、入札指名業者であったりと

いうのは決定することになっております。 

 今までのところ、入札の心得では５者以上と

いうのが基準としてありますが、現在、原則で

すね、１０者という指名を今まで組んでおりま

した。 
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 ですが、できるだけ広くですね、業者さんに

入札に参加していただこうということで、災害

復旧工事に関しては、年度途中だったと思いま

す、すいません、いつからかというのは申し上

げられないんですが、現在のところ、それを５

者拡大して１５者にしているということで、災

害復旧工事に関してだけ１５者と拡大してやっ

ているということになります。 

 以上でございます。 

○委員長（上村哲三君） 山本委員、よろしい

ですか。 

○委員（山本敬晃君） はい。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それでは、ないよう

ですので、次に住宅課から説明を求めます。 

○住宅課長（早木浩二君） 住宅課の早木で

す。よろしくお願いいたします。 

 それでは、引き続きまして、住宅課のほうか

ら、災害公営住宅の建設地の決定について御説

明をいたします。着座にて説明させていただき

ます。 

○委員長（上村哲三君） はい、どうぞ。 

○住宅課長（早木浩二君） それでは、資料に

沿って御説明を申し上げます。 

 こちらの横長のですね、資料、ございますで

しょうか、１ページをお願いいたします。 

 今回、災害公営住宅を建設する建設地の一覧

でございます。藤本・大門地区をはじめとする

全部で５か所の建設地でございます。順を追っ

て詳細な説明をさせていただきます。 

 その前に、２ページをお願いいたします。 

 これは、本年６月２７日に災害公営住宅につ

いての説明会の際に提示した資料でございま

す。大まかな建設予定地の地区名と想定戸数を

提示してございます。 

 本年３月から４月にかけまして、住家が罹災

した被災者を対象に、住まいに関するアンケー

ト調査を実施しまして、被災者の意向に沿った

災害公営住宅の建設地区を選定いたしました。

そこにありますように、６月に、第１期供給方

針として、藤本・大門地区をはじめとするこの

５か所の地区内のいずれかに建設地を定め、３

５戸程度を供給することとしておりました。 

 その後、災害公営住宅に関する説明会等を開

催した後、災害公営住宅への入居希望の仮申込

みをしていただきまして、その結果、３４世帯

から申込みがございました。 

 １０月までの間に、災害リスク対応策などを

国・県と協議いたしまして、このたび、建設地

を決定いたしました。現在、仮申込みをいただ

きました３４世帯の被災者の方々と、まだ住ま

いの再建について検討しておられると思われる

方々、合わせて１６５世帯に本申込みをお願い

する文書を送付しており、１２月３日までに回

答をしていただくこととしております。 

 それでは、それぞれの建設地について御説明

をいたします。 

 ３ページをお願いいたします。 

 災害公営住宅とは、災害により住む家を失っ

た被災者で自立再建が難しいと考える方々のた

めに、八代市が国の補助を受けて整備する賃貸

住宅でございます。市が建設する公営住宅でご

ざいますが、災害を機に、想定される災害に対

応することを考えたもので、これまでと同じよ

うな公営住宅ではございません。土砂災害リス

ク、浸水リスク等に対応する厳しい条件が付さ

れております。 

 まず、３ページの藤本・大門地区内の建設地

ですが、藤本社会教育センター、旧藤本小学校

跡地にあります校舎等の建物を解体し、２メー

トルのかさ上げ整地を行った後に鉄筋コンクリ

ート造３階建てと集会所を建設予定としており

ます。入居開始予定は令和５年９月頃としてお

ります。なお、建設戸数は、本申込みの世帯数
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により決めてまいりたいと思っております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 ここに建設する建築モデルでございます。こ

の場所は、土砂災害警戒区域、――イエローゾ

ーン、レッドゾーンですね、それから浸水想定

１０メーターから１２メーターと災害リスクが

想定されておりますので、その対応策として、

堅牢な鉄筋コンクリート造りとし、１階をピロ

ティ式という壁のない柱だけの開けた空間を持

つ構造として、２階から上を住まいとする構造

物を考えております。また、屋上に避難スペー

スを設け、水害が発生するおそれがありました

際は、垂直避難として屋上へ避難をする、さら

に、外階段を設け地域住民の方々も避難できる

よう配慮し、地域の防災力を高める計画といた

しております。ほかに、居住者の方のためにエ

レベーターの設置も考えているところでござい

ます。 

 続きまして、５ページをお願いいたします。 

 合志野地区の建設予定地ですが、この場所

は、坂本中学校のすぐ下に位置し、合志野地区

集会所の隣の民有地になります。民有地ですの

で、用地買収終了後に整地等を行い、建設に取

りかかります。ここは、土砂災害警戒区域及び

浸水想定によるリスクはありませんので、木造

長屋または共同住宅タイプで建設しようと考え

ております。長屋になるか、共同住宅いわゆる

アパートタイプになるかは、本申込数により決

定したいと考えております。入居時期は令和５

年４月頃を予定しております。 

 ６ページをお願いいたします。 

 続きまして、中津道地区内の建設地ですが、

中津道社会教育センター、旧中津道小学校跡地

になります。そこに写真がございまして２枚目

の写真に体育館とプールが写っておりますけれ

ども、これを解体し、ここも土砂災害警戒区域

及び浸水想定によるリスクはありませんので、

その跡に木造長屋または共同住宅タイプで建設

しようと考えております。長屋になるか、共同

住宅いわゆるアパートタイプになるかは、本申

込数により決定したいと考えております。入居

時期は令和５年７月頃を予定しております。 

 ここにつきましては、併せて校舎も解体し、

また災害公営住宅の近くに集会所も設け、ふだ

んは地域コミュニティの場として、災害時には

支援拠点として活用できるよう、整備をしてま

いりたいと考えております。 

 続きまして、７ページをお願いいたします。 

 坂本駅周辺の建設地でございます。この場所

は、坂本駅・坂本支所周辺のかさ上げ対象地内

に建設を考えております。御覧の図の赤い点線

の中のいずれかに建設地を配置したいと思って

おります。今後、支所等の配置計画が策定され

た後に決まってくるものと考えております。こ

の場所は、土砂災害警戒区域、浸水想定１０メ

ーターから２０メーターと災害リスクが想定さ

れておりますので、その対応策として、鉄筋コ

ンクリート造り、３階から４階建てとすること

で、水害の際には垂直避難として屋上に避難が

できるように、また外階段を設け、地域住民の

方も避難できるよう配慮し、地域の防災力を高

める計画としております。そのほか、居住者の

方のためにエレベーターの設置も考えておりま

す。坂本支所周辺のまちづくり計画と連携して

検討を進めてまいります。 

 最後に、８ページをお願いいたします。 

 荒瀬地区の建設地でございます。ここは、旧

荒瀬ダム職員住宅跡地、県有地でございます。

そこにありますように、構造、入居時期等が未

定となっておりますのは、土砂災害に関するリ

スク想定が現在調査中でございまして、その災

害リスクへの対応を調査検討している段階でご

ざいまして、その結果が出次第、入居を御希望

の方へ御説明を進めてまいりたいと考えており

ます。 

 各建設地についての説明は以上でございます
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が、今後の予定といたしましては、入居希望の

被災者の方々からの本申込数を取りまとめ、１

２月中には建設戸数や構造形式、それから規模

等を具体化してまいりたいと考えております。

また、用地買収に伴います不動産鑑定調査費、

買収費、土地測量費等を１２月定例会に上程予

定としております。 

 私のほうからの説明は以上でございます。よ

ろしくお願い申し上げます。 

○委員長（上村哲三君） それでは、ただいま

説明がございましたが、何か質疑、御意見等は

ございませんか。 

○委員（山本幸廣君） 説明を受けて、これ、

意見になるんですがね。建設の予定地について

は、まちづくり協議会等々とも真剣に審議なさ

れてですね、決定されたと思うんですよ。それ

と、建物の長屋なり共同の住宅、３階建て等々

についても検討されたと思うんですよね。着工

の年度をずっと書いてあるんですけども、何て

言うんですかな。 

 藤本地区については、うちの委員長のお膝元

ですけんでから、私が言うあれやないんですけ

ども、その地域についても、やはりかさ上げ等

をしっかりしなければ、あそこが一番今土砂が

ですね。球磨川のしゅんせつをした中で、あそ

このところに全部搬出をして、あれがどういう

ふうに変わるかなと私も大変興味を持っておる

議員の１人なんですけども。 

 上村委員長のところに行ったときも、委員長

の自宅のところはもう水がつかって、大変な行

動をしとったときを目にしてるものですから。

その上までですね、あそこの地域に水が来たん

ですよ。 

 それを考えながら、あそこで３階建てという

ことで説明があったんですけども、３階でも５

階でもいいんですが、あそこの地域でよかっか

というのは、私も大変心配したんですたい。と

ころがもう。何回もですね、まちづくり協議会

と審議をされたわけですから、言うことはない

んですけども。 

 このページを見てください。７ページ。７ペ

ージの坂本駅・坂本支所周辺のかさ上げ対策対

象の地域に建設をいたしますよという説明でし

たね。この長ひょろくなっている一番下のほう

のですね、大変やられたところの上に住宅地が

あったですよね。１、２、３、４、５、６、

７、８、９。委員長、ありますよね。 

○委員長（上村哲三君） はい。 

○委員（山本幸廣君） 委員長のお膝元で。一

番ですけんでから、ありましたですね。 

 そういう中で、あそこの住宅地は大変私もい

い住宅地だなということを前から思っておりま

した。あのようなですね、まちづくりとなっ

て、鉄筋コンクリートで何するのかなと思うん

です。やっぱり、山村は山村のよさというのを

ですね、どうやってですね、まちづくりしてい

くのかという、これが大事だと思う。避難場所

といえば違いますけどね。公営の住宅だからで

すね、やっぱり公営住宅の建物等々とその周辺

環境の整備とかそういうものを２１世紀じゃな

いですけど、やっぱり１００年先を見据えた中

での住宅地を考えてやらなければ。鉄筋コンク

リート造りやったらよかわいと、したら校区に

入るけんと、ただその発想というのはもう遅れ

とっと思うとですよ。一つの時代の中で。 

 藤本地区も一緒だと思いますよ。委員長とこ

ろから上さん登っていけば、大概山の景色がよ

かっですよ。なぜ、あそこに鉄筋コンクリート

を造っとかなと。もともと今建っとったけんで

から、建てるとかなという。発想はやっぱり考

えなければいけない。私は、そのまちの本当の

真価が問われるような気がしてならないんです

けども。 

 これは、私１議員のですね、言うてから云々

じゃありませんけども、一つの参考としなが

ら、これから進める中でですね。鉄筋コンクリ
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ートなら鉄筋コンクリートでいいんですけど

も、どういうふうな周辺の環境整備をしていく

のか。３階建てですけん、エレベーターはつく

と思いますよ。高齢者に向けたことも考えない

かんし、そこで出生率を高めるということも考

えていかないかんだろうと思うんですよ。 

 そういうことを見据えた中でですね、今回の

公営住宅の建設というのは、何かの目的とテー

マを持ってやってほしかったなというのが私は

あります。いかがなもんですかね、早木課長。 

○住宅課長（早木浩二君） 今、委員のほうか

ら貴重な御意見をいただきましたけれども、非

常に、坂本町というところは自然が豊かでです

ね、都市部と違いまして。元来自然豊かな地域

でありまして、川があり、山がありということ

でですね、それを身近に感じられる場所である

と。今後、環境等のですね、調和を図ることが

できるような住宅造り、まちづくりをめざした

いと考えております。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（山本幸廣君） はい。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

○委員（山本敬晃君） この被災者の方がです

ね、例えば藤本地区の方が坂本駅周辺の公営住

宅を希望するというか、そういうのは各地区で

それぞれ選べるんですか。ここを希望しますと

いうような。 

○住宅課長（早木浩二君） 仮申込みで取りま

したときに、大体のですね、御希望の場所を選

ばれましたが、本申込み、それから追加でまた

いろいろな聞き取りとかヒアリングをする中

で、そこの場所はですね、自由に選んでいただ

いてもいいかなと考えております。ですから、

先ほど言いましたように、本申込みの数によっ

て、建築タイプが変わってきたり、規模が変わ

ってきたりということがございます。ただ、限

度の数はございますけれども。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

○委員（大倉裕一君） すいません、今の申込

みの限度の数というところなんですけど、１０

戸程度というふうな、例えば藤本・大門地区で

すね、この程度というのは。１０戸程度という

のはどこまで増やせるんですか。 

○住宅課長（早木浩二君） 各建設地でです

ね、今、調査会社のほうといろいろと打合せを

しておりますが、やはり、広さの問題、面積の

問題ですね、それから、下の地盤の問題等があ

りまして、どれくらいの高さまで階数を上げる

ことができるかというようなものがありますの

で、そういう意味で、限度、程度というかです

ね、ある程度の想定される災害の戸数というの

は、そこで決まってくるのかなというふうに思

いますけれども。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） １０戸というのはもう

間違いなく大丈夫ということでいいんですか。

１０戸程度。 

○住宅課長（早木浩二君） 本申込みの数によ

るかと思います。それとあと、プラスアルファ

ですね、何戸くらい余裕というか予備を持って

おくかという、そういうことも検討してまいり

ます。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか、大

倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

○委員（増田一喜君） 藤本・大門地区とそれ

から坂本駅周辺の建設予定地に建つ災害公営住

宅は、鉄筋コンクリート式は合うんですけど、

藤本のほうは屋上に水害のときの避難場所か

な、垂直避難という形で、屋上を避難場所とし

とるけれども、坂本駅も今回水につかって非常
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に厳しい状況だったけども、ここは、別段、屋

上辺りに避難所というのは考えておられないん

ですか。必要ないという判断なのかな。 

○委員長（上村哲三君） 質問は分った。 

○住宅課長（早木浩二君） はい。坂本地区の

ですね、坂本駅周辺のところにも、鉄筋コンク

リート造り３階から４階建てとしております

が、ここも、水害の際にですね、垂直避難がで

きるように屋上に避難できるスペース、それか

らその方法を設けたいと思いますし、外階段等

を設けてですね、地域住民の方も避難できるよ

うに改良するということで考えております。

（委員増田一喜君「分かりました」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それでは、次に、企

画政策課から説明を求めます。 

 うち辺りは、あの地自体がつかっとらんとた

い。小学校の跡地は。あそこは体育館のぎりぎ

りまでの水が。だけんで、あそこばまた２メー

ターかさ上げしてやるということだけん。その

上にまた３階建てというような話らしい。それ

とイエローゾーン、見事な。 

○企画政策課長（辻田美樹君） 企画政策課の

辻田と申します。よろしくお願いいたします。

それでは、着座にて説明させていただきます。 

 資料としまして、流域治水に関する取組につ

いてで、御説明いたします。出典は、八代河川

国道事務所ホームページで公開されているもの

を使用しております。Ａ３判の横型、大きいも

のになります。 

 表紙をめくっていただきますと、球磨川水系

緊急治水対策プロジェクトというものが現れま

す。球磨川水系緊急治水対策プロジェクトにつ

きましては、流域のあらゆる関係者が協働し、

まちづくりと連携した治水対策の推進を行うも

のとなっております。 

 令和２年７月豪雨を踏まえ、国・県・流域市

町村が連携して対策を行うもので、令和３年１

月に公表されております。主に、令和３年出水

期に向けて緊急的に実施するものが取りまとめ

られており、右下のほうに球磨川流域の全体像

が示されております。 

 対策につきましては、左側に色分けして記載

してありますが、氾濫をできるだけ防ぐ・減ら

すための対策として、赤色の部分で河道掘削、

堤防整備、輪中堤・宅地かさ上げなどの対策を

約１０年間で行うこととしております。 

 次に、黄色の枠に囲まれておりますのが、被

害対象を減少させるための対策になります。ま

ちづくりと連携した高台への居住誘導などが記

載されております。 

 次に、緑色の部分で、被害の軽減、早期復旧

・復興のための対策として、タイムラインの改

善などソフト対策が掲げられております。 

 こちらが、緊急治水対策プロジェクトという

ことになります。 

 資料を１枚おめくりいただきますと、こちら

に、今度は実施計画のロードマップがございま

す。時期を令和３年出水期まで、第１段階、第

２段階とおおよその計画が示されております。 

 令和３年の出水期までに、可能な限りの堆積

土砂の撤去、堤防の復旧などが行われ、引き続

き、第１段階で河道掘削、輪中堤・宅地かさ上

げなどを行うこととなっております。流水ダム

等につきましては、調査検討に第１段階におい

て着手をすることとなっております。 

 また、１枚資料をめくっていただいてよろし

いでしょうか。こちらの資料は、球磨川水系流

域治水プロジェクトとなっております。 

 こちらは、令和３年３月に公表されておりま

して、先ほど御説明いたしました緊急治水プロ

ジェクトを包含した全体の治水対策を取りまと

めたものになります。球磨川流域全体の地図が

示され、先ほど御説明しました３つの区分によ
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る対策が示されていると思います。 

 また１枚めくっていただきますと、今度は、

こちらの全体の計画のプロジェクトのロードマ

ップがございます。 

 こちらも、３つの区分に分けられておりま

す。今後１０年を超えて取り組む内容について

も記載されておりまして、（｢１０年かあ」と

呼ぶ者あり）はい。１０年を超えて取り組む内

容にも記載されておりまして、赤文字の記載が

緊急治水対策プロジェクトとして位置づけてい

る対策になります。その後も、気候変動を踏ま

えたさらなる対策を推進することとなってお

り、現在も様々なプロジェクトが推進されてい

るところになります。 

 次の資料に参ります。 

 これから、以下の資料につきましては、緊急

治水対策プロジェクトの進捗状況をそれぞれつ

けております。こちらにつきましては、流域の

全体像が示され、その後ろに河道掘削や輪中堤

・宅地かさ上げ、それぞれの対策がどのように

今現在進んでいるのかということが資料に示さ

れておりますので、後ほど御確認いただければ

と思います。 

 大変簡単ではございますが、球磨川流域全体

の治水に関する取組の説明とさせていただきま

す。以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） ただいま御説明があ

りましたが、何か質疑、御意見等はございませ

んか。市の範疇を離れた部分の説明でありまし

たので、大変説明しにくかったと思いますが、

御質問もそのようなことを考慮してお願いしま

す。どなたか御質問ございませんか。 

○委員（山本敬晃君） すいません、輪中堤と

ですね、宅地かさ上げの件についてなんですけ

ども、地区別懇談会でですね、どちらかを選ん

でいただくというお話だったと思うんですよ

ね。輪中堤か宅地かさ上げかを地元の方々で話

し合って決めていただくということだったんで

すけども、その範囲ですよね。西部地区の中で

も、今泉とか段とか横石、袈裟堂とかいろいろ

な地区があって、どのくらいの範囲の地区で決

めていただくというふうに予定されているの

か、ちょっと教えていただきたいです。 

○理事兼復興推進課長（宮川武晴君） 着座の

まま失礼いたします。復興推進課、宮川でござ

います。 

 今の山本委員御質問のですね、輪中堤、それ

から宅地かさ上げの範囲でございますけれど

も、これは、具体的に、例えば何メートルの範

囲でなければならないというような特段今のと

ころ定めはございませんで、やはり、輪中堤と

して整備する場合の効果、それから宅地かさ上

げを実施する場合の効果というのをですね、あ

る程度範囲というのは出てくるのかなと思いま

すけども、そこは、集落のですね、御意向に従

いまして、同じ集落内でも、例えば物理的にで

すね、ある程度区分できるようであれば、そう

いった形も取られると思いますので、そういっ

たことも含めまして、地域の皆様でですね、そ

の集落ごとにどういったお気持ちかというのを

今お聞かせいただいているという状況だという

ことで、説明させていただきたいと思います。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（山本敬晃君） 今、地区の方々でお話

をしていただくということで、結構、地区の中

でもですね、輪中堤がいい、かさ上げがいいと

意見が割れてるところもあるみたいでですね、

やっぱりなかなか、地域の方に決めていただい

たほうがいいとは思うんですけど、そういった

ところで対立じゃないですけど、そういうのが

できるだけ起こらないように、できる限り柔軟

にですね、地区を決めていただいて、輪中堤、

かさ上げ、どちらもですね、柔軟に対応してい

ただければなというふうに思っております。こ

れは、意見です。 

 以上です。 
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○委員長（上村哲三君） 意見だろうけど、輪

中堤の説明会が今度行われるでしょう。その話

を言えたらしなさい。 

○理事兼復興推進課長（宮川武晴君） はい。

まず、輪中堤・宅地かさ上げによります坂本町

のですね、治水対策につきましては、９月２５

日に国交省とともに説明会を開催させていただ

きまして、その際、この坂本町において、大体

どの程度の宅地かさ上げが必要かという図面を

ですね、住宅案内図でお示しして、説明会を開

催したというところでございます。 

 その際にも、集落ごとでですね、そういった

輪中堤あるいは宅地かさ上げについて御検討を

お願いしておりましたけども、今、地区別懇談

会を進める中、また個別にもですね、もうちょ

っと詳しい説明が欲しいというような御意見も

ありまして、今度１１月２０日に、輪中堤・宅

地かさ上げに特化したような形のですね、説明

会、それから集落の皆様で意見交換をいただく

時間をつくりまして、開催をしたいと考えてご

ざいますので、その中で、個人の財産も大変大

事になってまいりますし、あと集落としてので

すね、どういった形がいいかというのも大事に

なりますので、そこは、委員の御意見の中であ

りましたとおり、もめないようにというかです

ね、そういった形でできるだけ円滑に集落の対

策をまとめていただければと思います。 

 ある集落では、多数決にするつもりはないと

おっしゃっている集落もありますので、しっか

り話合いをしていただいてですね、集落として

の御意向を固めていただければと。かように考

えてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

○委員（山本幸廣君） 今、宮川課長のほうか

ら、最後の締めのことなんですけども、２０日

に説明会開催をされると。今日から特別委員会

はスタートするんですよ。よろしければ、担

当、担当については、特別委員会にまずは報告

していただきたい。これはお願いしたいです

よ。いいですね。 

○委員長（上村哲三君） 意見としてお願いし

ます。まだ、宮川課長からは説明をもらってお

りませんのでですね。（｢もらっとらんばって

んがしとかんばん」と呼ぶ者あり） 

 ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） ないようでしたら、

最後に、復興推進課から説明を求めます。 

○理事兼復興推進課長（宮川武晴君） 改めま

して、おはようございます。（｢おはようござ

います」と呼ぶ者あり）復興推進課、宮川でご

ざいます。 

 私のほうからですね、坂本町復興計画につき

まして、説明をさせていただきます。着座にて

失礼いたします。 

○委員長（上村哲三君） はい、どうぞ。 

○理事兼復興推進課長（宮川武晴君） それで

はですね、こちらの坂本町復興計画、本日は概

要版でですね、説明のほうをさせていただきた

いと存じます。お手元に御準備いただければと

思います。 

 こちらの表紙はですね、昨年、八竜小学校の

子供たちが描いてくれました、二十歳の頃の坂

本という絵を使用させていただいております。 

 表紙をおめくりいただきまして、左側がです

ね、計画の概要となってございます。 

 計画策定の目的でございますが、少し読まさ

せていただきます。上から５行目辺りなんです

けれども、この計画は、生活の再建に向けて、

被災された住民の皆様が１日も早く落ち着いた

生活を取り戻していただくことを第１に、被災

した住民とともに、災害からの復旧はもとよ

り、将来にわたって安全・安心で快適に暮らせ

るまちづくりに向け、創造的復興を進めていく



 

－14－

ことを目的としてございます。また、この計画

では、復興に向けた基本理念を定めるととも

に、今後取り組むべき施策を体系的に整理いた

しまして、具体的な取組とともに復興に向けた

ロードマップをお示ししてございます。 

 次に、計画の期間でございますが、こちらに

記載しておりますとおり、発災いたしました令

和２年をスタートといたしまして、おおむね１

０か年の計画としてございます。短期、中期、

長期として復興を進めてまいります。 

 次のページをお願いいたします。 

 復興計画の基本理念でございます。 

 このページの中ほどに記載してありますとお

り、みんなで取り戻す、生き生き笑顔のさかも

ととしておりまして、この基本理念は、昨年度

開催いたしました地域懇談会において、地域の

皆様からいただいたフレーズをですね、そのま

ま採用させていただいております。 

 この基本理念のほか、記載のとおり３つのサ

ブ的なフレーズも計画の基本理念としてござい

ます。この基本理念の達成に向けまして、くら

し・コミュニティ、産業・経済、社会基盤・防

災の３つの分野ごとに取組を進めることとして

ございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 左側からですね、ただいま御説明いたしまし

た基本理念、基本目標、それにひもづいており

ます基本方針と関連いたしております主要な施

策、さらに具体的な施策を体系的にお示しして

ございます。 

 こちらですね、主要な施策で２１本、具体的

な施策は７８本ございまして、それぞれ、関連

事業といたしましても１８７本と、大変幅広い

取組となってございます。これは、昨年度、計

画策定の際、復興計画策定委員会や３つの分野

ごとの専門委員会をはじめ、坂本町地域住民の

代表の方々との地域懇談会、また旧小学校８校

区や仮設住宅団地で開催いたしました地区別懇

談会での御意見をですね、できるだけ計画に反

映させたいといった思いから取り組んだ結果か

と思います。 

 それぞれの具体的な施策の内容につきまして

はですね、各委員様へ２月に策定しました折に

配付させていただいております本編がございま

すので、そちらですね、またお時間があるとき

に御確認いただきたいと思っております。 

 本日は、別途配付させていただいております

ロードマップに基づきまして、説明をさせてい

ただきます。 

 お手元にですね、こちら、Ａ３判の３枚物で

ございますロードマップのほうを御準備いただ

けますでしょうか。 

 このロードマップは、復興計画に掲げてござ

います様々な取組につきまして、くらし・コミ

ュニティ、産業・経済、社会基盤・防災の３つ

の分野ごとに、主要な取組８つをですね、ロー

ドマップとしてお示しし、役所内での進捗管理

に活用いたしますとともに、広く市民の皆様へ

情報発信を行うことを目的として作成してござ

います。 

 それでは、説明させていただきますが、右肩

にですね、記載のとおり、これが、本年６月３

０日現在のものでございます。これが、当初２

月２６日に公表してございまして、その中で、

新たに実施したこと、追加したことは朱書きと

なってございます。それでは、少し前の状況に

なりますので、何点かをですね、直近の状況な

どは、大変口頭で恐縮でございますが併せて御

報告をさせていただきたいと存じます。 

 初めに、くらし・コミュニティの再生に関す

る分野でございますが、①仮設住宅等入居状況

につきましては、令和２年９月に八代市市民球

場仮設団地、１０月には八代市古閑中町仮設団

地を整備いたしてございます。５月末で３７世

帯が入居されてございまして、みなし仮設には

６月３０日現在ですね、１１０世帯が入居とい
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うことになってございます。 

 ②災害公営住宅の整備等につきましては、先

ほど説明がございましたので、割愛させていた

だきます。 

 それから、③被災者見守り対策事業につきま

しては、八代市社会福祉協議会に委託し、昨年

の１０月からですね、地域支え合いセンターの

活動をスタートしてございます。仮設住宅など

で生活されている支援対象世帯に、生活再建に

向けた各種支援等を行っておりますが、実績と

いたしまして、本年５月末時点で４８２世帯に

支援を行ってございます。こちらの表では５２

世帯の支援終了となってございますが、９月末

現在では５８世帯の支援が終了ということにな

ってございます。 

 それから、④安全な居住地の確保につきまし

ては、本年度は、被災者の方々の住まいの再建

を含みます復興まちづくり計画を策定すること

としておりまして、６月に開催いたしました第

１回の懇談会を皮切りといたしまして、先日１

１月７日日曜日まで、３回目となります懇談会

を旧小学校８校区ごとに開催してございます。

また、さきに説明させていただきましたけれど

も、１１月２０日にはですね、また輪中堤・宅

地かさ上げの相談会を開催することとしてござ

います。 

 ⑤災害等廃棄物処理事業（公費解体の進捗状

況）についてでございます。これが、１０月末

現在の数字を口頭で申し上げさせていただきま

す。申請２９１件、解体済み２６７件というこ

とで、事業の進捗が図られてございます。 

 ⑥次世代を担う子供の育成（１人１台タブレ

ット）につきましては、昨年の１２月には１人

１台タブレットの配付が完了してございます。

また、教職員の人材育成を目的といたしまし

て、タブレットパソコンの活用研修会も開催し

てございます。 

 ⑦地域コミュニティの核となる施設（自治公

民館等）の再建・整備への支援につきましてで

ございますが、まず、住民説明会を実施してお

りまして、地区の御意向などを把握させていた

だきながら、６月には、６つの公民館の復旧に

要する事業費を決定したというところでござい

ます。 

 それから、⑧神社仏閣・文化財等の被害調査

及び復旧事業につきましては、９月補正予算後

の状況といたしまして、指定文化財の被災確

認、保存方法等の検討を行った上で、県指定重

要文化財、大門観音堂の鰐口の保存修復と、地

元において長年にわたり受け継がれてまいりま

した文化財指定を受けていないお堂や社など、

地域のコミュニティ施設の復旧支援としまし

て、中津道阿蘇神社をはじめとする４件につい

て修復を行うこととしておりまして、いずれも

年度内完了を目指しております。 

 ⑨国・大学等との連携や「地域おこし協力

隊」等の外部人材の受入れや活躍の促進のう

ち、まず、大学との連携につきましては、本年

度、県立大学の学生ＧＰ、地域連携型卒業研究

といたしまして、観光振興の分野と山林保全の

分野に関する２つのテーマに取り組んでござい

ます。 

 それから、地域おこし協力隊につきまして

は、当初７月までの募集期間中に１名応募がご

ざいましたけれども、採用までには至っており

ませんでした。現在、１０月までの応募期間

中、１名の方にですね、応募をいただいており

まして、近く２泊３日のですね、お試し事業と

いうことを実施することとしておりまして、そ

の後、面接等を経まして隊員としての採用を検

討することとしてございます。 

 続きまして、２ページをお願いいたします。 

 次に、産業・経済の再生に関する分野でござ

います。 

 ⑩仮設商店街による暫定的な事業再開の支援

及び⑪道の駅「坂本」・周辺施設の早期復旧に
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関しましてですが、皆様には御案内のとおり、

７月にはさかもと復興商店街、それから、さか

もと館の合同オープニングセレモニーを実施し

てございます。 

 ⑫各地域の文化財等の魅力を活かした地域お

こし、⑬観光資源を活用した観光ルートの再構

築、⑭自然を活用した新たな取り組み支援につ

きましては、まず、指定文化財や未指定文化財

等の被害状況等の調査及び地区の意向把握をは

じめ、博物館での坂本町応援企画、坂本町の暮

らしと信仰と題した坂本町の文化財や歴史を紹

介する展示会を開催してございます。 

 観光物産支援といたしましては、びぷれす広

場における坂本で取れた物産等の販売を支援す

るとともに、６月にはさかもと復興商店街ｉｎ

ＣＯＣＯＳＡを開催いたしまして、熊本市内に

おいて本市の物産・観光ＰＲ、昨年の災害から

の復旧状況などの周知を行ってございます。 

 また、さかもと復興商店街のにぎわいづく

り、周知に向けた取組といたしまして、８月に

はですね、小学校の児童をターゲットといたし

まして、自由学習イベント、さかもと夏物語と

題しまして、鮎のつかみ取りや塩焼き体験、ま

た国土交通省にも御協力をいただきまして、坂

本橋の仮橋、また堤防工事などの工事学習会等

を開催してございます。また、さきの１０月に

はですね、キクラゲ収穫と木工教室を開催して

ございまして、参加者の皆様に坂本の美食など

を満喫いただきながら、県産材の利活用を図る

取組も実施しているところでございます。 

 このように様々なイベント等を開催すること

で、復興商店街のにぎわい創出に向けた取組の

支援も行っているというところでございます。 

 ⑮「食」を軸とした各種イベントの開催支援

でございますが、これは、坂本ふるさとまつり

を開催すべく準備を進めてまいりましたけれど

も、判断時期におけます新型コロナウイルス感

染症の状況がですね、なかなか見通せないとい

うことで、本年はやむを得ず中止ということに

なってございます。 

 続きまして、３ページをお願いいたします。 

 最後に、社会基盤・防災の再生に関する分野

でございます。 

 ⑯郵便局・金融・病院等生活サービスの早期

再開への支援につきまして、まず、郵便局の早

期再開の支援の一環といたしまして、坂本地域

福祉センター内の駐車場に７月から坂本郵便局

の仮設店舗が整備されてございます。 

 また、医療供給体制の確保につきましては、

県や郡医師会などの関係機関との協議を進めて

ございまして、再建後の坂本支所周辺にです

ね、医療を提供する場の確保に向け検討を進め

ているところでございます。 

 また、なりわい再建支援補助につきまして

も、昨年８月からですね、説明会を開催いたし

ておりまして、現在も引き続き受付を行ってい

るという状況でございます。 

 ⑰八代市坂本支所の整備につきましては、ま

ず、仮設庁舎をですね、今年３月１５日から開

始してございます。支所の再建位置につきまし

ては、懇談会やパブリックコメントなどの御意

見を基に、有識者検討会での検討結果を踏ま

え、現位置付近一帯と決定してございます。 

 これまで支所周辺にございました関係機関に

対しましては、個別に書面による意向調査など

を実施いたしまして、７月には坂本支所周辺の

賑い再生に係る意見交換会を開催するなど、医

療機関をはじめ金融、郵便局、各種団体、行政

機関の皆様と、いわゆるまち機能の集約などに

ついて意見交換も行っているところでございま

す。また、あわせまして、国や県などの関係機

関との協議を進めるために、支所周辺のレイア

ウトの具体化に向けまして、測量や設計にも着

手してございます。そのような結果を踏まえま

して、さらに検討を進めてまいりたいと考えて

ございます。 
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 ⑱坂本町コミュニティセンターの整備につき

ましては、まず、今年度当初４月１日から地域

福祉センター内にコミュニティセンターを移設

してございます。また、その再建につきまして

は、本年９月、地元からですね、本市坂本支所

と同じ場所に建設を要望するという旨の要望書

を頂いてございます。今後、支所の再建を含め

まして一体的に検討を進めてまいりたいと考え

てございます。 

 ⑲番、⑳番の光ブロードバンド整備、それか

らＣＡＴＶ施設更新のケーブルテレビ関係でご

ざいますが、右のですね、完了目標等の欄の記

載のとおり、令和４年度末までに、光ブロード

バンドサービスやそのブロードバンド開通後に

検討を進めるとしてございます。 

 それから、㉑広域的・多重な道路ネットワー

クの構築につきましては、市道・林道の道路ネ

ットワークの検討、いわゆるリダンダンシーの

確保の検討に関しまして、内部検討を経まし

て、８月１１日、旧小学校８校区の代表の方、

また住民自治協議会の皆様への説明会を実施い

たしております。今後は、地元からの御意見を

踏まえまして、地元の皆さんと協議を行いなが

ら、具体的な整備計画を立てていく予定として

ございます。 

 また、坂本地域の主要な幹線道路でもござい

ます県道などにつきましては、地元要望等を踏

まえ、毎年要望を続けてございます。特に未開

通となってございます２路線、坂本人吉線や小

鶴原女木線は整備の促進期成会を立ち上げまし

て、近隣自治体と連携・協力しながら要望を行

ってございます。 

 ㉒市道、林道の復旧事業、㉓市道・林道など

拡幅整備等につきましては、先ほど説明がござ

いまして説明のとおりでございます。 

 それから㉔高速道路を利用したアクセスの確

保につきましては、坂本パーキングエリアやス

マートインターの設置を目指して、昨年１１月

にまず国への要望を行ってございます。その

後、スマートインターを設置している自治体等

に対しまして、スケジュールや推進体制を含め

ヒアリング調査なども行ってございます。 

 ㉕新たな防災拠点の検討につきましては、今

年度、復興まちづくり計画においても検討を進

めたいと思っておりますが、基本的には、球磨

川の右岸・左岸にそれぞれ１か所ずつ整備でき

ればと考えてございます。 

 ㉖ＩＣＴを活用した多様な情報伝達の早期整

備につきましてでございますが、防災行政情報

通信システムを本年４月から運用を開始してご

ざいます。 

 また、防災アプリやメール、一斉架電など避

難情報の伝達を行ってございます。防災アプリ

やメールなどの登録支援を行うために、５月下

旬にはですね、坂本町の８つの地区におきまし

て登録会を開催してございます。現在も、引き

続きですね、支所のほうで登録支援を行ってい

るところでございます。 

 ㉗集落の孤立に備えた通信手段等の確保でご

ざいますけれども、衛星携帯電話８台をです

ね、消防団の坂本方面隊に整備してございまし

て、１台は坂本支所に配備したところでござい

ます。有事の際に適切に使用できるよう、機器

の取扱いルールを定め、通信手段の確保に努め

ているところでございます。 

 また、内閣府によります衛星安否確認サービ

ス通信端末Ｑ－ＡＮＰＩの実証実験にも参加し

ておりまして、同システムの避難所や支所など

への配備を進めてございます。 

 最後、㉘防災教育の推進（児童のマイタイム

ラインの作成）についてでございますが、４月

には、小学校、中学校合同の避難訓練を実施し

てございます。また、６月には、県主催の防災

主任研修にも参加してございます。また、坂本

中学校においても防災教室を実施しておりまし

て、同校卒業生の気象予報士、早田蛍さんと、
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同じく同校の卒業生のですね、福岡管区気象台

の雜山さんをお招きしまして、マイタイムライ

ンの作成なども行ってございます。 

 私からの説明は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） ありがとうございま

した。 

 ここで、しばらく小会します。 

（午前１１時１６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時２０分 本会） 

○委員長（上村哲三君） それでは、本会に戻

します。 

 ただいま復興推進課長から説明がございまし

たが、何か質疑、御意見等はございませんか。 

○委員（山本敬晃君） ロードマップのです

ね、９番の国・大学との連携のところなんです

けども、学生ＧＰですね。これ、１２月まで私

が担当者でやってまして、私の名前で募集があ

ったと思うんです。今回、観光振興分野と山林

保全分野ということだったんですけども、来年

度もまた同じテーマで応募される予定ですか。

来年度の予定を分かればお聞きしたいです。 

○理事兼復興推進課長（宮川武晴君） 着座の

まま失礼いたします。 

 今年度のまず活動状況なんですけれども、や

っぱり前半戦のコロナ禍の影響でですね、なか

なか学生さんも御当地に入れないという状況も

ありましたけども、昨日も、実はこの学生ＧＰ

につきまして、現在の取組状況について意見交

換を実施してございます。 

 ちょうど来年度に向けまして、まだ具体化は

してございませんので、実施するかどうかも含

めまして、また関係課、いろいろな分野があり

ますので、何か取り組んでいただければなと思

っておりますけれども、現在のところは予定は

まだございません。 

○委員（山本敬晃君） 私も、コロナ禍で学生

さんたちも現地に行けないとか、そういうこと

があって、なかなか難しい中でですね、大学側

もしてきてたわけなんですけども。県立大学さ

んとの学生ＧＰということですけども、ほかの

大学ですね、熊本大学とかいろんな大学がある

と思うんですけども、ほかの大学とのいろんな

連携というのは考えられていますでしょうか。 

○理事兼復興推進課長（宮川武晴君） 昨年度

策定しました、この復興計画の策定の際にはで

すね、熊本大学からも委員として御参加をいた

だいておりました。その際にも、個別の意見交

換の中ではですね、何かそういった復旧・復興

に向けたお手伝いができればという意見交換を

行っているんですけれども、その他の大学につ

きましては、今のところ具体的な連携というの

は定まってございません。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

○委員（山本幸廣君） ３の３、社会基盤の中

での持続的可能な社会基盤の項目の中で、その

右側の具体的な取組の中でですね、⑯のところ

の郵便局・金融・病院等生活サービスの早期再

開への支援ということで、文教福祉委員会もこ

れ一緒だと思うんですけども、最終的に、完了

の目標を立てておられるわけですね。完了目標

が大体令和７年度という目標なんですが、私

は、先日、この特別委員会の前に葦北町の災害

地の現地視察をし、その地域の経済会の方とち

ょっとお話をしたんですが、葦北の災害という

のが、復興という２つの文字を掲げて、大変早

く復興しているなという気を、この目で見て、

復興しとるなということを感じています。 

 そういうのを鑑みながらですね、この⑯のと

ころの郵便局・金融・病院、病院はどういう病

院か分かりませんけども、この３点セットとい

うのは社会基盤の中で大事なんですね。地域の

方々には。そういうことで、これをもう少しで

すね、どのように具体化をしていったらいいの
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かということをですね、真剣に捉えていただき

たいなという私の考えと、宮川理事がどういう

ような考えを持っているのか、そこら辺をお聞

かせいただきたいと思います。 

○理事兼復興推進課長（宮川武晴君） 今、山

本委員御指摘ございました、先ほども申し上げ

ました、いわゆるまち機能でございますね。医

療機関、それから金融機関であったり、各種商

工会、今復興商店街にも入ってらっしゃいます

けども、そういった地域住民の皆様に密接に関

係する機関、まち機能というのは大事だなと思

っておりまして、発災前はですね、そういった

ものが坂本支所あるいは坂本駅周辺に集中して

おりまして、いわゆるコンパクトビレッジとい

うようなものをですね、体現していた町かなと

考えてございます。 

 これまで昨年の復興計画を進める中で、やっ

ぱり地元の皆さんからはですね、そういったま

ち機能を集約してほしいといった御意見も多数

いただいておりまして、それも踏まえましてで

すね、今⑯に記載してございますとおり、完了

目標、令和７年末までの小さな拠点、生活機能

が集約したようなまちづくりを進めてまいりた

いと考えてございます。 

 また、令和７年、少し遅いんじゃないかとい

う御示唆かと思いますけれども、こちら、やは

り球磨川本川沿いのですね、復旧と大きく関係

してございます。先ほど質疑の中でもお答えし

ましたとおり、９月２５日にですね、初めて、

対策後のおおむねの高さも示されたところでご

ざいますので、そういったものの今後詳細な詰

めをやっていくと、どうしてもですね、この時

期になってしまうのかなと考えてございます。 

 私どもといたしましても、この目標を完了と

捉えずに、これをできるだけ前倒しするような

姿勢で取り組んでまいりたいと思っております

ので、御理解いただければと思います。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） もう国のほうではです

ね、金子総務大臣も誕生なされて、この後サイ

ンをされると思うんですけども、一生懸命頑張

っておられるしですね、国のほうとしてのやっ

ぱし短縮というのは、これは早期にやられると

思うんですよ。それについて、やっぱり県と市

がどうやってからですね、後づけでどんどんど

んどん進んでいくかということ、これが一番大

事と思うんですね。 

 そういうことで、１日も早い復興というの

が、私たちもやっぱり。議会としても努力せな

いかんよ。こういう特別委員会をつくったわけ

ですから。調査なんかでですね、皆さん方から

聞いたら分かるわけですよ。だけん、私たちは

応援するふうな特別委員会ということですの

で、ぜひともですね。この３点セットはです

ね、本当これは大事なことですということで説

明いただきましたので、御理解いたします。頑

張ってください。 

○委員長（上村哲三君） ほかに何か質疑。 

○委員（橋本幸一君） 今の関連なんですが、

課長が言われたように、坂本地域のコンパクト

ビレッジという構想の中で、早急にそこは進め

ていかなきゃならないというのは、専門部会の

中でも非常に出たと思うんですね。恐らく住民

の人たちも、この核ができんことには、なかな

か不安感があって帰りづらいという、そういう

側面もあるかと思うんですね。これは要望なん

ですが、早急に国・県・市との連携の下にです

ね、進めていただきたい。 

 また、議会もしっかりそこは全議員で応援し

ていかねばならないという。その目的で、今回

のこの特別委員会の設置というのもあると思い

ますから、そこは委員長の主導の下によろしく

お願いしたいです。 

○委員長（上村哲三君） ありがとうございま

す。 

 ほかにございませんか。 
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○委員（山本敬晃君） 総務委員会でもいろい

ろ質問させていただいたところなんですけど

も、⑨の地域おこし協力隊ですね。今１名の応

募があってるということだったんですけども、

もともと２名の募集だったと思うんですよね。

２名なので、今後追加募集とかですね、どのよ

うに検討されているのかをお聞きしたいです。 

○理事兼復興推進課長（宮川武晴君） 今の山

本委員御指摘のとおり、枠としては２名でござ

いましたけれども、募集いただいた結果、１名

であったということでございますので、一応募

集期間が終わりましたので、まずは、その１名

の方に、先ほども申し上げましたが、お試し事

業でですね、２泊３日で坂本に入っていただい

てというところでございます。 

 また、今後の増員につきましては、支所とも

協議しながら進めてまいりたいと考えてござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員（山本敬晃君） 増員の件なんですけど

も、この前の７日のですね、上村委員長の地

元、藤本地区の地区別懇談会の中で、たしか、

地域おこし協力隊を１０名ほど欲しいという意

見が出てたと思うんですよね。グループワーク

の中でですね。今２名ということで、ただ応募

がまだ１名しかないということで、２名以上と

いいますか、それ以上の募集を検討される御予

定はあるのかというのをお聞きしたいです。グ

ループワークで出ていたので、住民の方は、地

区別懇談会の意見を反映していただけるという

ことだったので、そういう御意見だったと思う

んですけども、そこをお聞きしたいです。 

○企画政策課長（辻田美樹君） 地域おこし協

力隊につきましては、その任務、また地元の受

入れ体制、その辺りも重要になってまいりま

す。人数を増やす場合には、その体制が整って

いるか、どんなことをやっていただくか、あと

人材とのマッチングなども必要になりますの

で、増員に関しては地元の方々と支所と十分協

議をして検討してまいりたいと考えておりま

す。 

○理事兼復興推進課長（宮川武晴君） ちょっ

と補足させていただきます。 

 他地域でもですね、この地域おこし協力隊と

いうのは大変活動いただいてますけども、１０

名というのが、ほかの好事例のところで１０名

ほど入ってらっしゃる地域もございます。 

 ただ、そういったところも一足飛びに１０人

になったわけではなくてですね、やはり当初は

一、二名から始まって、その需要とか活動の場

が広がっていって１０名になったかと承知して

おりますので、そういった取組も坂本町ではで

きるのかなと思ってございますので、まずは少

人数からスタートしていただいて、今、企画政

策課長が申し上げたとおり進めさせていただけ

ればと思っております。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（山本敬晃君） はい。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

○委員（橋本幸一君） 先ほど、復旧・復興と

いう流れの発展的復興という考えの中で、ＩＣ

Ｔを活用した部分って非常にいろんな側面から

対応できると思われるんですね。Ｑ－ＡＮＰＩ

の実証試験もされておるようでございますが、

ああいうのをですね、どんどん、いろんな各分

野の方面で取り入れていかれる考えというのは

ないのかどうか、その辺も含めて。よろしいで

しょうか。 

○総務企画部長（稲本俊一君） 今現在、全庁

的にですね、スマートシティ構想に向けて取り

組んでおりますので、いろんな場面でそういう

のが出てくるかというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） ぜひですね、今、デジ

タル庁もできたということですから、総務大臣
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もおられるし、いろいろな実証試験を含めて、

それを実際のこれからの災害対応としてできる

ように、そういう体制をぜひつくっていただき

たいと思います。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） 意見としてお願いし

ます。 

 ほかにございませんか。 

○委員（山本幸廣君） これは、宮川理事兼復

興推進課長にですね、私の考え方ですね。危機

管理に、一生懸命これだけのスケジュールを組

んで今日まで来たわけですよね。それまでの課

題の抽出というのをですね、ある程度、私はし

ていただきたいと思うんです。課題の抽出を。

その中で、うちの特別委員会にもですね、その

課題の抽出の中で、私たちもそれを検討してい

くというような形で進めればなというふうに思

いますので、よろしければ、危機管理上も含め

てですね、課題の抽出をしていただければなと

いうふうに要望といたしておきます。 

○委員長（上村哲三君） 分かりました。 

 ほかにございませんか。 

○委員（古嶋津義君） 先ほど、お話しがあり

ましたが、坂本支所あるいは郵便局・金融・病

院等、いわゆるコンパクトビレッジというお話

がありましたが、それと関連して、今、仮設住

宅、それとみなし住宅に１４７世帯が入居され

ておりますが、その方々が、坂本の災害公営住

宅に仮申込みがあっておりますが、この３４世

帯の中には入ってますでしょうか。 

○住宅課長（早木浩二君） 住宅課、早木で

す。 

 ３４世帯の中にですね、仮設住宅、それから

みなし仮設住宅の方もいらっしゃる。ちょっと

お待ちください。（委員古嶋津義君「後でいい

です」と呼ぶ）では、後で御提示させていただ

きます。（委員古嶋津義君「はい」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） 現在は仮申込みだけ

なんでしょう。まだ。その段階だよね。という

ことです。古嶋委員、よろしいでしょうか。 

 ほかにございませんか。 

○委員（大倉裕一君） 確認をさせていただき

たいと思いますけど、冠水した被災住宅が１年

４か月たったわけですけど、完全に手つかずで

残っているという住宅はもうないということ

で、理解してよろしいでしょうか。その確認は

どうやってされたかというところをお聞かせい

ただければと思います。 

○委員長（上村哲三君） しばらく小会しま

す。 

（午前１１時３５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時３８分 本会） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

○理事兼復興推進課長（宮川武晴君） 今の委

員の御質問でございますが、他部署にもまたが

ることでございますので、調整させていただい

て何か御報告できればと考えてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（上村哲三君） はい。それでよろし

いでしょうか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それでは、ただいま

執行部から説明がありましたが、八代市坂本町

復興計画に基づき、今後事業も本格化するとの

ことでありますので、本委員会としても、進捗

状況を注視しながら、随時具体的調査内容を検

討していく必要があると考えます。 

 そこで、今後の動きについて委員会で調査す

べきものなど何か御意見等はございませんか。 

 先ほど山本委員からも課題を抽出してという

話もありましたが、その他に考えられる、今回

ですね、１２月定例会も間近に迫ってまいりま
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したので、なかなか動くというのにもタイトな

部分があって、日程等もですね、まだ議会運営

委員会も開かれておりませんので正式な決定が

なされておらない関係から、日程等の決め方も

大変難しいと思いますが、その課題あたりと

か、調査すべきと必要に思ってらっしゃる方が

おられたら、発言をいただきたいというふうに

思います。 

○委員（増田一喜君） こうやって、市のほう

からは質問に対する答弁はあったんですけれど

も、ほかに調査するとか、現場を見に行ったり

とかする可能性が出てくると思うんですけれど

も、これに関しては、国・県とかも関わってお

りますので、国・県とかそういうところでもお

話を聞ける何かあればなと思うんですけども、

それ、委員長いかがでしょうかね。 

○委員長（上村哲三君） はい。ほかにござい

ませんか。 

○委員（山本幸廣君） 我々特別委員会は今一

部の執行部からの説明を聞いて、その概略、進

捗状況等も、復興までですよ、お聞きした中

で、我々特別委員会がどういうふうな調査を

し、そしてどのようなテーマで進めていくかと

いう、そこら辺りが今一番大事なところであ

り、ポイントであるわけでありますので、執行

部が同席の中でも結構なんですけども、委員会

としての、委員長、方向性はきちっと決めてテ

ーマをつくっていかなければ、ぼやけてしまっ

て。 

 私の考えなんですけども、やっぱり、ある程

度中間したときには、テーマをつくって調査の

方針を決める、テーマをつくる、そして中間の

取りまとめをする、最終的にはやっぱりいろん

なところに意見書を出すとか、そういうような

ことでなくては、現場の中でですよ、私たちが

今までの過去できたところを突っ込んでいって

も、何も意味がないと思うわけですよね。やは

り、課題の抽出の中でその課題をどうやって私

たちはバックアップして、すばらしい復旧と復

興ができるかというような方向性を議会として

見いだしていく、それが調査する特別委員会だ

と私は思っておりますので、そこら辺りについ

ては、今日は、委員長が今言ったように後１２

月定例会もありますから、そこら辺りまで何か

テーマをつくってやるというところまで決めて

いただければ。 

○委員（橋本幸一君） 確かに、今、課題とい

うのは非常に重要な部分かなと私も同感でござ

います。その課題のためには、いろんな情報を

やっぱり収集せんといかんという、そういう意

味で、今説明を受けて、確かに国の部分、県の

部分、いろんな事業が今回のこの災害の中では

入っとるという中で、しっかりその辺もです

ね、見極めた中で、多岐にわたって情報を仕入

れるということがまずは先決かなと私も思いま

すし、国・県の今の状況というのをもうちょっ

と深堀りして説明聞けたらいいかなという思い

もしております。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

○委員（大倉裕一君） すいません、１つ確認

なんですけど、今回のこの特別委員会は、坂本

地域に限っての話になるんでしょうか。二見も

７月豪雨で被災をというところがありますの

で、その辺りの調査というのも、もし可能であ

るならばやっていったほうがいいのかなと。 

○委員長（上村哲三君） 小会します。 

（午前１１時４４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時５０分 本会） 

○委員長（上村哲三君） それでは、本会に戻

します。 

 ただいま数名の委員より現地視察についての

御意見が出ましたが、委員長としては、現地視

察を実施するに当たっては、まず国や県が実施

する災害復旧事業の進捗状況等を聞き、予備知
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識を得た上で実施をしたいと考えますが、いか

がいたしましょうか。御異議ありませんか。 

○委員（山本幸廣君） 予備知識はそれはちょ

っと外してくれんですか。それはもう情報取得

だけんでから。説明聞いてから、我々、予備知

識持っとる。 

○委員長（上村哲三君） 全部が全部でなかろ

うけんと思って言ったとばってん。（｢温度差

たい」と呼ぶ者あり）それで異議ないと言うて

いただけたほうがうれしいですが。（委員山本

幸廣君「はい、分かりました」と呼ぶ）いかが

しましょうか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認めま

す。 

 なお、所管する自治体以外の機関に関して調

査するに当たっては、先方の許可が必要となり

ますので、当方から執行部を通じ受入れ可能か

の確認をさせていただき、許可が出た場合に進

めさせていただくことに御異議ございません

か。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 次回の委員会の日程については、先ほど管内

調査の話もございましたが、先方の都合もある

かと思いますので、調整した上で委員の皆様に

御連絡することに御異議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認めま

す。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 これをもって、令和２年７月豪雨に関する特

別委員会を散会いたします。 

（午前１１時５０分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和３年１１月９日 

令和２年７月豪雨に関する特別委員会 

委 員 長 
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